
　　

黄色・・・支部

鈍色・・・団体

空色・・・本部

桃色・・・組合員
＊送金日が確定次第ＦＡＸで支部へ通知し、組合員へ送金通知書（圧着はがき）を送付
＊退職者組合員へ移行した組合員へ「退職者組合員加入承認通知」を送付

生 協 事 務 手 続 き に つ い て

加

入

町

村

等

団

体

支

部

本

部

②申込書等（本部/支部用）
を送付

・掛金を納付

⑤承諾書・異動連絡票を発送
・返戻金を送金

③申込書等（本部用）を
作業スケジュールの月例締切日
までに送付

④本部で入力し、承諾書・異動
連絡票を発送

・掛金通知書（送付書）を発送
・支部返戻金がある場合は
返戻金を送金

現職・月例

⑧掛金送付書（納付分）を送付
・掛金を納付

組

合

員

①新規加入申込書等（本部
/支部/ 団体用）を提出

・掛金を納付

⑥承諾書・異動連絡票を
配布

・返戻金を返金

⑨出資金の返戻は郵便払出証書で送金
出資金払戻しと同時に契約の解約等があった場合は、解約返戻金と合算して郵便払出証書で送金

⑦掛金送付書（返戻分）を
作業スケジュールの返送締切日
までに送付

1
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　 黄色・・・支部

鈍色・・・団体

空色・・・本部
　

桃色・・・組合員

生 協 事 務 手 続 き に つ い て

加

入

町

村

等

団

体

支

部

本

部

⑤継続申込書（本部/支部用）
と送付書を送付

・掛金を納付

⑧承諾書を発送

⑥継続申込書（本部用）と送付書
を送付

⑦本部にて入力、承諾書を発送

（１月、７月継続とも３回発送）
・掛金通知書を 終回に発送

現職・継続

①継続申込書を発送②継続申込書を発送

⑩掛金送付書を送付
・掛金を納付

組

合

員

③継続申込書を配布

④継続申込書（本部/
支部/団体用）を提出

・掛金を納付

⑨承諾書を配布

2



　
　

　

　　過誤納金について

空色・・・本部

黄色・・・支部

桃色・・・組合員

＊組合員の納付額誤り等による掛金は、掛金納付
にあわせて送金する必要はありません。過誤納が確
認できた時点で、本部へ過誤納金通知書とあわせて
送金するか、組合員へ直接送金して下さい。

⑥掛金送付書（納付分）を送付
・ 掛金を納付

生 協 事 務 手 続 き に つ い て

支

部

本

部

②申込書等（本部用）を作業スケジュールの
月例締切日までに送付

④掛金通知書（送付書）を発送

直送・月例

組

合

員

①新規申込書、内容変更通知書等
（本部/支部用）を送付
・掛金を納付

③本部で入力し、承諾書・異動連絡票を発送

支

部

⑦返戻金等を郵便払出証書で送金
＊送金日はＦＡＸで支部へ通知し、組合員へ送金通知書（圧着はがき）を送付

⑤掛金送付書（返戻分）を
作業スケジュールの返送締切日までに送付

3



　
　 *継続申込等送付書は必ずｗｅｂから出力し、

　申込書とセットで提出して下さい。

　

※「郵便２」対象者
・口座振替不能者（資金不足等）
・現職から退職者へ身分移行した組合員

空色・・・本部

黄色・・・支部

桃色・・・組合員

生 協 事 務 手 続 き に つ い て

支

部
本

部

③継続申込書（本部用）と継続申込書等送付書
を送付

⑤掛金通知書（送付書）は口座・郵便２を発送

直送・継続（口座振替）

組

合

員

②継続申込書（本部/支部用）を送付
（掛金は口座振替）

④本部にて入力、承諾書を発送（１月、７月継続とも３回発送）

支

部
⑥掛金送付書 郵便２を送付
・掛金を納付

①継続申込書を発送

掛金を郵便払込票で支部へ送金

口座振替不能者等に郵便払込票（掛金額印字有）を送付

口座振替対象者

は、共通口座の

登録がある組合

員です。

ただし、新たに口

座振替を希望す

る組合員につい

ては、７月継続

は３月月例まで

に、１月継続は９

月月例までに、

口座振替依頼書

を提出いただく

必要があります。
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　　過誤納金について

空色・・・本部

黄色・・・支部

桃色・・・組合員

*継続申込書等送付書は必ずｗｅｂから出力し、
　　　　　　　　　　　　　　　　申込書とあわせて提出してください。

＊組合員の納付誤り等による掛金は、継続掛金納付
　にあわせて送金する必要はありません。過誤納
　が確認できた時点で、本部へ過誤納金通知書とあ
　わせて送金するか、組合員へ直接送金して下さい。

生 協 事 務 手 続 き に つ い て

支

部
本

部

③継続申込書（本部用）と継続申込書等送付書を送付

⑤掛金通知書（送付書）郵便１を発送

直送・継続（郵便払込）

⑥掛金送付書 郵便1を送付
・掛金を納付

組

合

員

②継続申込書（本部/支部用）を送付

④本部にて入力、承諾書を発送（１月、７月継続とも３回発送）

支

部

⑦過誤納金を郵便払出証書で送金
＊送金日はＦＡＸで支部へ通知し、組合員へ送金通知書（圧着はがき）を送付

掛金を郵便払込票で支部へ送金

①継続申込書を発送（郵便払込票同封）
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【火災による損害】

・コンセントから発火して火事になった

・隣の家からの類焼

【落雷による損害】

・落雷で家電が動かなくなった

・落雷でテレビアンテナが壊れた

【建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は

倒壊による損害】

・野球ボールが飛び込んで窓ガラスが割れた

・飛行機の部品が落ちてきて屋根に穴があいた

火災共済金の支払い対象です。

【必ず添付が必要な書類】

・火災状況調書兼共済金支払請求書

・火災共済契約承諾書 (もしくは契約照会画面)
・罹災証明書

・罹災物件の配置図と平面図

・罹災現場の写真・損害動産の写真

・損害見積書

【その他必要に応じて添付する書類】

・落雷損害証明書

・再取得価額見積書

（なければ標準的再取得価額を使用）

・加入中の他保険に関する書類

・火災共済振込口座指図書

・新聞記事等 など
1万円以上の損

害ですか？

【水災】

・洪水で床上浸水し、家電と建物に損害が

あった

・土砂崩れで家屋に損害があった

【風災】

・暴風で瓦が飛んだ、屋根が破損した

【雪災】

・雪の重みで棟木が折れ、雨漏りしている

【破裂又は爆発による損害】

・消火器が爆発して建物に損害があった

・スプレー缶が破裂して電化製品が破損した

請
求
書
類
を

本
部
へ

建物または動産に

生じた損害額は50
万円以上ですか？

風水雪害共済金・風水雪害特約共済金の支払

い対象です。

【必ず添付が必要な書類】

・風水雪害状況調書兼風水雪害共済金/風水雪

害特約共済金支払請求書

・火災共済契約承諾書（もしくは契約照会画面）

・罹災証明書

・罹災物件の配置図と平面図

・罹災現場の写真・損害動産の写真

・損害見積書

【その他必要に応じて添付する書類】

・再取得価額見積書

（なければ標準的再取得価額を使用）

・加入中の他保険に関する書類

・火災共済振込口座指図書

・新聞記事等 など

風水雪害特約に

は加入しています

か？
（動産に生じた損害額

が20万円以上の場合、

風水雪害特約では支

払い対象になります）

【地震、噴火、津波による損害】
地震等災害見舞金の支払い対象です。

申請に必要な書類をご用意ください。

建物または動産に

生じた損害額は50
万円以上ですか？

共
済
金
請
求
に
関
す
る
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
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残存物取片づけ費用、失火見舞

費用の請求には、見積書や請求

書、領収書など、実費が分かる

書類を添付してください。

再取得価額見積書を提出できない場合、標準的再取

得価額で算出します。
建物 木造→14万円/㎡ 耐火造→22万円/㎡
動産 20歳以上→350万円/人

20歳未満→250万円/人

小数点以下切り上げ

火災共済金の請求

7



風水雪害共済金

風水雪害特約共済金の請求

残存物取片づけ費用の請求に

は、業者の見積書や請求書な

ど、実費が分かる書類を添付して

ください。

共済金額か再取得価額の

どちらか低い額に、算出し

た損害の程度に対応する支

給率を乗じてください。

風水雪害特約に加入してい

ない場合は記入不要です。

再取得価額見積書を提出できない場合、標準的再取

得価額で算出します。
建物 木造→14万円/㎡ 耐火造→22万円/㎡
動産 20歳以上→350万円/人

20歳未満→250万円/人

事故性の無い、経年劣化が主原

因とみられる損害、凍結・氷結に

よる損害は支払対象になりませ

ん。
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地震等災害見舞金の請求

再取得価額見積書を提出できない場合、標準的再

取得価額で算出します。
建物 木造→14万円/㎡ 耐火造→22万円/㎡
動産 20歳以上→350万円/人

20歳未満→250万円/人

添付書類

1.罹災証明書

2.被災現場の写真

3.損害見積書

4.再取得価額見積書

5.共済契約承諾書（もしくは契

約照会画面）

※罹災証明書に「全壊」また

は「半壊」とある場合、損害見

積書の提出を省略できます。

損害の程度は、全壊→全損、

半壊→1/2以上とみなします。

千円未満の額は切り捨て

共済金額か再取得価額の

どちらか低い額に、算出し

た損害の程度に対応する

支給率を乗じてください。
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•畳、ふすまなどの建具

•建物付属のエレベーター、リフト

•建物に取り付けてあるエアコン

•浴槽、流し台、ガス台、調理台などで建物に取り付けてあるもの

•建物と繋がる物置や倉庫、倉庫であり、契約の延面積に含まれているもの
（別棟の物置や倉庫、車庫の場合は別途契約が必要です）

•建物に固定してあるＴＶアンテナ等の受信装置

建物・・・火災共済事業規約 第６条第４項、実施細則 第３条

•門、塀、垣

•通貨、有価証券、印紙、切手

•貴金属、宝石、宝玉、美術品

•稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、証書、帳簿

•動物、植物

•自動車

•営業用の商品、半製品、原材料、備品及び生産設備（動力付農機具を含む）

共済の目的外・・・火災共済事業規約 第６条第３項

【火災共済事業規約 第６条第４項】

建物を共済の目的とする場合にあっ

ては、畳、建具その他の従物及び電

気設備、ガス設備、冷暖房設備その

他これらに準ずる建物の付属設備は、

共済の目的に含まれているものとす

る。

ただし、契約者や同居の親族が農業

または漁業に従事している場合、常時

使用する農業用または漁業用の器具、

備品、機械、工具も動産の範囲です。

（この場合でも動力付機具は共済の

目的外）

→火災共済実施細則 第６条第２項

この損害は建物？動産？共済の目的外？
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